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過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 
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県
規
則
第
四
十
六
号 

 
 
 

過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二

十
二
年
佐
賀
県
条
例
第
二
十
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
課
税
免
除
の
申
請
手
続
） 

第
二
条 

条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
課
税
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
税
目
に
つ
い
て
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
課
税
免
除
の
申
請
期
限
ま

で
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
課
税
免
除
申
請
書
を
課
税
地
を
所
管
す
る
県
税
事
務
所
の

長
（
法
人
の
事
業
税
及
び
固
定
資
産
税
に
あ
っ
て
は
、
佐
賀
県
税
事
務
所
長
。
以
下
「
県

税
事
務
所
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

事
業
税 

税
目 

法
人
に
あ
っ
て
は
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
二
百
二
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十

二
条
の
二
十
五
第
一
項
、
第
二
項
（
同
条
第
六
項
及

び
法
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
並
び
に
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七

十
二
条
の
二
十
五
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
三
項
（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
項

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
七
項
及
び
第
七
十
二

条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び

に
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
二
条
の
二
十

五
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し

く
は
第
五
項
（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
二
条
の

二
十
八
第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項
、 

課
税
免
除
の
申
請
期
限 

事
業
税
の
課
税
免

除
申
請
書
（
様
式

第
一
号
） 

課
税
免
除
申
請
書
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（
課
税
免
除
の
措
置
） 

第
三
条 

県
税
事
務
所
長
は
、
前
条
に
規
定
す
る
課
税
免
除
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、

審
査
の
う
え
処
分
を
決
定
し
、
そ
の
旨
を
当
該
課
税
免
除
申
請
書
を
提
出
し
た
者
に
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。 

固
定
資
産
税 

不
動
産
取
得

税 

 

法
第
七
百
四
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
三
百
八
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
申
告
書
を
提
出
す

べ
き
日 

法
人
に
あ
っ
て
は
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
一

項
、
第
二
項
（
同
条
第
六
項
及
び
法
第
七
十
二
条
の

二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
同

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
項

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
項
（
法
第
七
十
二
条
の

二
十
五
第
七
項
及
び
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
同
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
七
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
項
（
法
第

七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
一
項
、
第

七
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
三
十

第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
三
十
一
第
一
項
又
は
第
七

十
二
条
の
三
十
三
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
不
動
産
を
取
得
し
た
日
を
含
む
事
業
年
度
分

に
係
る
法
人
の
事
業
税
の
申
告
書
を
提
出
す
べ
き

日
、
個
人
に
あ
っ
て
は
佐
賀
県
税
条
例
第
五
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
不
動
産
を
取
得
し
た
日
を
含

む
年
分
に
係
る
個
人
の
事
業
税
の
申
告
書
を
提
出
す

べ
き
日 

第
七
十
二
条
の
三
十
第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
三
十

一
第
一
項
又
は
第
七
十
二
条
の
三
十
三
第
二
項
若
し

く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
書
を
提
出
す
べ
き

日
、
個
人
に
あ
っ
て
は
佐
賀
県
税
条
例
（
昭
和
三
十

年
佐
賀
県
条
例
第
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
日 

固
定
資
産
税
の
課

税

免

除

申

請

書

（
様
式
第
三
号
）

不
動
産
取
得
税
の

課
税
免
除
申
請
書

（
様
式
第
二
号
）
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（
規
則
で
定
め
る
法
令
） 

第
四
条 

条
例
第
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
公
害
防
止
に
関
す
る
法
令
は
、

大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七
号
）
、
騒
音
規
制
法
（
昭
和
四
十
三
年

法
律
第
九
十
八
号
）
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第

百
三
十
七
号
）
、
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
、
悪
臭
防
止

法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
一
号
）
、
振
動
規
制
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
六
十
四

号
）
及
び
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）
と
す
る
。 

（
補
則
） 

第
五
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

知
事
が
別
に
定
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
等
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

（
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
廃
止
等
） 

２ 

過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
佐
賀

県
規
則
第
九
十
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

３ 

条
例
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
課
税
の
免
除
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止

前
の
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
の
例
に
よ

る
。 

（
申
請
期
限
の
特
例
） 

４ 

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
第
二
条
に
規
定
す
る
課
税
免
除
の
申

請
期
限
が
到
来
す
る
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
及
び
固
定
資
産
税
の
課
税
免
除
の
申
請
期

限
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
す
る
日
と

す
る
。 
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事業税の課税免除申請書 

年  月  日 

 県税事務所長    様 

申請者 住所 法人にあっては、所在地   

氏名
法人にあっては、名称及

び代表者の氏名   

印 

この申請について応答する者 電話    局     番 

氏名            

過疎地域における県税の課税免除に関する条例（平成22年佐賀県条例第22号）第３条の

規定による事業税の課税免除を次のとおり申請します。 

所 在 地   

名 称   

過疎地域の公示日 年   月   日 

事業の種類（内容）   

操業等開始年月日 年   月   日 

１ 課税

免除を

受けよ

うとす

る事業

所 

新設又は増設の別 新 設 ・ 増 設 

２ 新設又は増設をした特別償

却設備（所得税法施行令（昭

和40年政令第96号）第６条第

１号から第７号まで又は法人

税法施行令（昭和40年政令第9

7号）第13条第１号から第７号

までに掲げるものに限る。）の

取得価額の合計額 円 

３ 所得税又は法人税の青色申

告書の提出の有無 
有 ・ 無 

事業主及び同居の親族の

労働日数 
(イ) 

日 

(イ)以外の雇用者の労働

日数 
(ロ) 

日 

延べ労働日数(イ)＋(ロ) (ハ) 日 

４ 畜産業又は水産業を行う個

人に係る労働日数 

(イ)の(ハ)に対する割合 
(ハ)

(イ)
  

様式第１号（第２条関係） 
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区 分 法 人 個 人 

事業年度又は年
  ・   ・  から 

  ・   ・  まで 
年

申告又は決定の区

分 
確 定・修 正・更 正   

本県分の課税標準

額 
千円 千円

課税免除の対象と

なる課税標準額 
千円 千円

５ 課税

免除を

受けよ

うとす

る事業

税 

課税免除の税額 円 円

注 １ この申請書は、２部提出してください。 

２ 製造の事業、情報通信技術利用事業又は旅館業に係る課税免除を申請するときは、

次の書類を２部ずつ添付してください。ただし、(1)、(2)及び(6)から(9)までは、先

に事業税の課税免除申請書又は不動産取得税の課税免除申請書を提出した際に添付し

た書類に内容の変更がないときは、添付する必要はありません。 

   (1) 新設又は増設をした特別償却設備の取得価額等の明細書 

   (2) 年次別増加生産高調（製造の事業以外は、不要です。） 

   (3) 事業税課税免除額明細書 

   (4) 事業税課税免除の比率に関する調 

   (5) 従業者名簿 

(6) 簡単な事業所全体の平面見取図（当該見取図中に公示の日以後の土地及び建物の

取得の部分並びにその取得年月日並びに建物を事業の用に供した日を明示してくだ

さい。）及び新設又は増設をした特別償却設備の配置見取図 

(7) 直近前１年間の事業報告書（株主総会提出のもの等）又は貸借対照表及び損益計

算書 

(8) 確定申告書及び法人税法施行規則（昭和40年大蔵省令第12号）別表16の(2)の写し

   (9) 特別償却をしなかった場合は、その理由書 

  ３ この申請書は、事業税の申告書の提出期限までに提出してください。 

 

 

 

 

 様式 
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不動産取得税の課税免除申請書 

年  月  日 

 県税事務所長    様 

申請者 住所 法人にあっては、所在地   

氏名
法人にあっては、名称及

び代表者の氏名 
  

印 

この申請について応答する者 電話    局     番 

氏名            

過疎地域における県税の課税免除に関する条例（平成22年佐賀県条例第22号）第３条の

規定による不動産取得税の課税免除を次のとおり申請します。 

所 在 地   

名 称   

過疎地域の公示日 年   月   日 

事業の種類（内容）   

操業等開始年月日 年   月   日 

新設又は増設の別 新 設 ・ 増 設 

１ 課税

免除を

受けよ

うとす

る事業

所 

事 業 年 度 又 は 年 ・  ・  から  ・  ・  まで

２ 新設又は増設をした特別償

却設備（所得税法施行令（昭

和40年政令第96号）第６条第

１号から第７号まで又は法人

税法施行令（昭和40年政令第9

7号）第13条第１号から第７号

までに掲げるものに限る。）の

取得価額の合計額 

円 

３ 所得税又は法人税の青色申

告書の提出の有無 
有 ・ 無 

設備等の名称 敷地面積 着手年月日 取得年月日

  m2 ・ ・ ・ ・ 

    ・ ・ ・ ・ 

    ・ ・ ・ ・ 

４ 工場用の建物内における

生産工程と密接不可分な

生産工程を組成する屋外

の特別償却設備、法令の規

定により設置が義務付け

られている構築物等 

計       

様式第２号（第２条関係） 
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所在 地番 地目 地積
取 得

年月日

固定資産課税

台帳登録価額

課 税

標準額 
税率 税額 

      
m2

・ ・
円 千円 

100

　
 

円

        ・ ・     
100

　
   

        ・ ・     
100

　
   

計             
100

　
   

地 積(イ)
1 m 2当たり

価額 (ロ)

課税標準額 

(イ)×(ロ) 
税率 税額 

５ 

土

地 

６ 取得した土地の

うち課税免除を受

けようとする土地 
m2 円 千円 

100

　
  円 

種類 

(用途) 
構造 

建床

面積 

延床

面積

着 手

年月日

取 得

年月日

取得

価額

課 税

標準額 
税率 税額 

    
m2 m2

・ ・ ・ ・
千円 千円 

100

　
 

円

        ・ ・ ・ ・     
100

　
   

        ・ ・ ・ ・     
100

　
   

７ 

家

屋 

計               
100

　
   

注 １ この申請書は、２部提出してください。 

２ この申請書には、次の書類を２部ずつ添付してください。ただし、先に事業税の

課税免除申請書を提出した際に添付した書類に内容の変更がないときは、添付する

必要はありません。 

   (1) 新設又は増設をした特別償却設備の取得価額等の明細書 

   (2) 年次別増加生産高調（製造の事業以外は、不要です。） 

(3) 簡単な事業所全体の平面見取図（当該見取図中に公示の日以後の土地及び建物

の取得の部分並びにその取得年月日並びに建物を事業の用に供した日を明示して

ください。）及び新設又は増設をした特別償却設備の配置見取図 

(4) 直近前１年間の事業報告書（株主総会提出のもの等）又は貸借対照表及び損益

計算書 

(5) 確定申告書及び法人税法施行規則（昭和40年大蔵省令第12号）別表16の(2)の写

し 

   (6) 特別償却をしなかった場合は、その理由書 

  ３ この申請書は、事業税の申告書の提出期限までに提出してください。 

 

 

 

 様式 
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固定資産税の課税免除申請書 

年  月  日 

 県税事務所長    様 

申請者 住所 法人にあっては、所在地   

氏名
法人にあっては、名称及

び代表者の氏名 
  

印 

この申請について応答する者 電話    局     番 

氏名            

過疎地域における県税の課税免除に関する条例（平成22年佐賀県条例第22号）第３条の

規定による固定資産税の課税免除を次のとおり申請します。 

所 在 地   

名 称   

過疎地域の公示日             年   月   日 

事業の種類（内容）   

操業等開始年月日             年   月   日 

新設又は増設の別 新 設 ・ 増 設 

１  課 税

免 除 を

受 け よ

う と す

る 事 業

所 

事 業 年 度 又 は 年 ・  ・  から  ・  ・  まで

２ 新設又は増設をした特別償却

設備（所得税法施行令（昭和40

年政令第96号）第６条第１号か

ら第７号まで又は法人税法施行

令（昭和40年政令第97号）第13

条第１号から第７号までに掲げ

るものに限る。）の取得価額の合

計額 

円

３ 所得税又は法人税の青色申告

書の提出の有無 
有 ・ 無 

償却資産の決定価額 

(イ) 

円
課税免除の対象となる機

械及び装置の評価額(ニ) 

円

県が課税を免除する課税 
市町の課税限度額 

(ロ) 

千円

標準額(ニ)＝
(イ)

(ハ)
 

(ホ) 

千円

様式第３号（第２条関係） 
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税率       (ヘ)   県が課する固定資産

税の課税標準額 

(イ)－(ロ)  (ハ) 

千円

課税免除額 (ホ)×(ヘ) 円

注 １ この申請書は、２部提出してください。 

  ２ この申請書には、初年度に限り、次の書類を２部ずつ添付してください。 

   (1) 新設又は増設をした特別償却設備の取得価額等の明細書 

   (2) 年次別増加生産高調（製造の事業以外は、不要です。) 

   (3) 簡単な事業所全体の平面見取図 

(4) 直近前１年間の事業報告書（株主総会提出のもの等）又は貸借対照表及び損益

計算書 

(5) 確定申告書及び法人税法施行規則（昭和40年大蔵省令第12号）別表16の(2)の写

    し 

   (6) 特別償却をしなかった場合は、その理由書 

  ３ この申請書は、固定資産税の申告書の提出期限までに提出してください。 
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